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海王丸走錨事故に関しての水路誌改訂の経緯等について

富山県小型船交通安全協会

北村貢

本件は、平成 年 月 日 時 分( 号台風)、海王丸の走錨乗揚げ16 10 20 22 47 23
事故に関する当事者としての見解や各メンバーから色々な見方等も発表され、

特に山崎・千葉両先生方からの報告書にも見られるように種々の原因が指摘さ

れた中で、その反省に立っての改善点の一つである。水路誌についてその内容

がどの様に改正されたかを記録したものである。

通常我々が手にする航海停泊等の指導書である水路誌に、錨泊に関する情報

、 、が記載されていなかったために 船長が伏木富山港富山地区検疫錨地に錨泊し

今回の走錨事故に至ったものである。

当該錨地における荒天時の錨泊が不適切であることは、平成元年３月にも、

ほぼ同一場所でのタンカー走錨乗揚げ事故の前例があり、この走錨乗揚げ転覆

事故により乗員３名が死亡する大事故が発生していたにもかかわらず、水路誌

の改訂がなされず再度今回の海王丸事故となったものである。

水路誌は一般航海者にとって必読すべき教書であり、その内容も必要に応じ

て追補するべきことは当然のこととして関係者にお願いしたい。今回の改訂に

ついても、この事にかんがみて海洋会としても直接の担当部署である伏木海上

保安部警救課（現交通課）に当該錨地に関する荒天時には適さないもので要注

意の記事を追補されるよう早くから要望していたものであり、その具体化につ

いては本年( 年)２月の追補第２により、添付の伏木富山港の「錨泊上の2009
注意」の追記がなされたものである。

改訂に要する年月は発生から４年４ヶ月、現地保安部からの申請からでも２

年余りの年月を要したことになります。最終的には資料③の平成 年 月刊21 2
行の本州北海道水路誌追補第２として改正されたことになります。

富山湾における重大な海難事故として特記される海王丸走錨乗揚げ事故の件

については、海洋会富山支部としても十分に着目し、今後とも当該海域におけ

る海難防止に関しては、常に義務と責任を有するものであり、提言等を発信し

ていく必要があります。
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